
療養病床の将来像について  

平成17年12月21日  

厚 生 労 働 省  

医療構造改革推進本部  

◎ 療養病床（医療型24万床、介護型14万床）について、患者の状態に即した   

機能分担を推進する観点から、医療保険・介護保険両面にわたって一体的に   

見直し、平成24年度までに体系的な再編を進める。このため、以下の基本的   

な考え方に基づき、今後、広く議論を行いつつ、将来的な方向について検討す   

る。  

1．将来的な療養病床の位置付け  

○ 将来的には、療養病床については、医療必要度の観点からその位置   

付けの明確化を図る。  

（1）医療法上の取扱い（医療法施行規則の改正）  

・療養病床については、医療必要度の高い患者を対象とする施設とし  

ての位置付け及び人員体制の在り方について検討する。  

（2）介護保険・医療保険制度上の取扱い（介護保険法等の改正）   

（D介護保険  

平成24年度以降は療養病床の体系的再編に沿って介護報酬  

上の評価について廃止することを検討する。   

②医療保険  

平成24年度以降は診療報酬上は療養病床の体系的再編に  

沿って適切に評価する。  
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2．今後の報酬改定等における対応  

○ 上記1の将来的な方向を踏まえ、今後の介護報酬・診療報酬の改定等   

において、以下の措置を検討する。  

（1）介護保険における対応（介護報酬改定、医療法施行規則の改正）  

－ 現行の療養病床のほかに、将来的に特定施設（有料老人ホーム、  

ケアハウス）や老人保健施設等への転換を念頭に置いた経過的  

類型を、一定の期限内で新たに設け、介護報酬上の評価を行う。  

（2）医療保険における対応（診療報酬改定）   

・療養病床の診療報酬上の評価として、医療必要度に応じて適切  

に評価する。  

（3）転換の支援等   

・療養病床について、特定施設や老人保健施設への転換等を進め  

るために、転換支援の助成等所要の措置を講じる。  
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（別紙）  

医療構造改革推進本部の組織  

本 部 長   厚生労働大臣   

本部長代理   （総括）副大臣（本部長の指名する者）  

大臣政務官（本部長の指名する者）   

（総括）事務次官  

副本部長  厚生労働審議官  

社会保険庁長官   

官房長  

総括審議官  

技術総括審議官  

統計情報部長  

医政局長  

健康局長  

医薬食品局長  

雇用均等・児童家庭局長  

本 部 員  老健局長  

保険局長  

政策統括官（社会保障担当）  

北海道厚生局長  

東北厚生局長  

関東信越厚生局長  

東海北陸厚生局長  

近畿厚生局長  

中国四国厚生局長  

四国厚生支局長  

九州厚生局長  

社会保険庁次長  

社会保険庁運営部長   

【事務局】  

・事務局長：社会保障担当参事官  

・事務局次長：本部長の指名する者   

（医政局総務課長、健康局総務課長、老健局総務課長及び保険局総務課  

長を予定）  

・庶  務：保険局総務課の協力を得て、社会保障担当参事官室  
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平成18年度老人保健福祉関係予算（案）の概要  

（三位一体改革関連部分抜粋）  

一 老 健 局  

【主要事項】  

Ⅰ 持続可能な介護保険制度の構築  1兆9．661億円  

2．介護保険制度に係る国庫負担  1兆9，122億円  

（1）介護給付費負担金  1兆1，496億円  

各市町村における介護給付及び予防給付に要する車用の20％を負担。   

（施設等給付費（※）については、15％を負担）  

※ 施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護保険施設及び特定施設  

に係る介護給付費。  

Ⅳ 介護サービスの提供休制の整備等  515億円  

1．地域介護・福祉空間整備等交付金（市町村に対するハード交付金）の拡充  

443億円  

地域密着型サービスを中心とする市町村の基盤整備を計画的に推進するとと   

もに、介護施設における在宅支援の強化・機能転換等のための事業支援を行う。  

2．地域介護・福祉空間推進交付金（市町村に対するソフト交付金）の創設  

33億円   

地域における介護サービス基盤の実効的な整備を図るため、地域密着型サー  

ビス等の導入に必要な設備やシステムに要する経費などを助成対象とする交付  

金を創設する。  
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三位一体の改革について  

平成け年11月30日  

政 府・。 与 党   

三位一体の改革については、「地方にできることは地方に」と、）う方針の  

下、平成18年席までに、4兆円恵庭の国庫補助負由金改革、3兆円規模を  

月詣した税源移譲、地方交付税の見直しの確実な実現を回るため、検討を進  

めてきた。   

政府。与党は、昨年l＝］の「政府・与党合意」及び累次の「基本方針」  

を踏まえ、■ヵ、つ、地方の意見を真撃に受け止め、平成椅年度までの三位一  

体の改革に係る国庫補申負担金の改革及び税源移譲について、下記のとおり  

合意する。   

なお、地方交付税の見直・しについては、今後の予算編成盲通じて具体的な  

調整を行う。．   

地方分権に向けた改革に終わりはない。   

政府。与党としてiま、椅年度までの改革の成果を踏まえつつ、国と地方  

の行財政改革を進める観点カ、ら、今後とも、真に地方の自立と責任を確立す  

るための取組を行っていく。  

●記  

l．国庫補助負捜金の改革について  

（l）総額  

国庫補助負担金の改革については、平成t8年度において，、上記「・政   

府・与党合意」■において同年度に行うことを決定済みの翠単に加え、別   

紙lのとおり、税源移譲に結びっく改革（6，540億円程度）を行う。  
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昨年度までの決定分（3． 8兆円程度）に加え、 今回の税源移譲に結  

びっく改革、さらにス リム化の改革及び交付金化の改革を進めることに  

より、4兆円を上回る国庫補助負担金の改革を達成する。  

（2）各分野  

イ．文教   

義務教官制度については、その根幹を維持し、義務教育費国庫負担  

制度を賢帝する。その方針の下、費用負担について、′〕、中学枚を通じ  

て国庫負担の割合は三分の－とし、8，500億円程度の減額及び税  

源移譲を確実に実施する。   

また、今後、与党において、義務教官や高等学校教育等の在り方、  

国、都道府県、・市町村の役割につこ＼て引き続き検討する。  

ロ．社会保障   

児童扶養手当（3／4→Ⅰ／3）、児童手当（2／3→l／3）、施  

設費及び施設介護給付費等について、国庫補助負こ担金の改革及び税源  

移譲を実施する．。   

生活保護の適正化に？いて、国は、関係者協議会において地方から  

提案中くあり 、・ 両者が丁数した適正化方東について速やかに実施すると  

ともに、地方は生活保護の適正化について真撃に取り組む。   

その上で、■適正化の効果が上がらか、場合には、・国（政府。与党）  

と地方は必要な改革について早急に検討し、実施する。・  

ハ．施設費   

建設国債対象経費である施設費については、地方実にも配慮し、以  

下の国庫補助草担金を税源移譲の対象ヒする。その際には、廃止・減  

額分の5割の割合で税源移譲を行うものとする。  
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また、上言己の施設費について廃止。減額L、税源移譲を行う場合に  

は、関連する運営費等の経常的経費についても併せて見直しを行う。  

消防防災施設整備費補助金 等（総務省）  

公立学校等施設整備費補助金（文部科学省）  

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 等（厚生労働省）  

資源循環型地域撮輿施設整備費補助金▲ 等（経済産業省）  

．そ．の他   

公営住．宅家賃対策等補助の減額に当たっては、年度間や地域間の変  

動に対応した支援を函ヒして的確に行うとともに、社会的弱者への住  

宅セーフティネットを実現するという国の責務を確実に果たすこと  

ができる仕組みを整備することとする。   

なお、今後の予算編成過程において検討され阜制度改正については、  

適切に対処する。  

2．税源移譲について  

（l） 税源移譲は、上記1．及びこれまでの国庫補助負担金の改革の結   

果を．踏まえ、別紙2のとおり、3兆円規模とする。  

（2） この税源移譲・は、平成18年度税制改正において、所得税から個   

人住民税への恒久措置として行う。平成椅年度予算においては、別   
紙2の税源移譲額の全額を所得譲与税によって措置する。  
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